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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

　国民年金は、20歳以上であれば学生も加入、国民年金保険料を納付しなければなりません。

　しかし、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があ

ります。

●対象となる学生

大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種

学校（修業年限１年以上である課程）、一部の海外の日本分校に在学する

方です。

また、夜間・定時制や通信課程の方も含まれます。

学生などで、ご本人の前年の所得が次の計算式で計算した金額以下で

あることが条件です。

●所得の目安

前年の所得（申請者本人のみ）

128万円+{扶養親族などの数×38万円}+社会保険料控除など

●承認を受けた期間

老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されます。

不慮の事故や病気により障害が残った場合、障害基礎年金を請求することができます。

ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後か

ら納付（追納）することをお勧めします。

【国民年金保険料学生納付特例の申請について】
　学生納付特例制度により、令和5年度に保険料納付

を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予

定の方へ、4月初めにハガキ形式の学生納付特例申請

書が届きます。

　同一の学校に在学されている方は、このハガキに必

要事項を記入して返送いただくことにより、令和6年度

の申請ができます。（この場合、在学証明書または学生

証の写しは不要です。）

　なお、令和6年度は学生納付特例制度を使用せず、

保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送

付します。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務

所までお問合せください。

お問い合わせ先

①高齢者支援課　☎22-3900
②町民課　☎22-3117
③健康福祉課　☎22-3115

お知らせ

意見公募の結果について

　意見公募を行っていました下記３つの案件ですが、

いずれも意見は提出されませんでした。

①四万十町高齢者福祉計画・第9期（令和6～8年度）

介護保険事業計画（案）

②第3次四万十町男女共同参画計画（案）

③四万十町第4期障害者計画・第7期障害福祉計画・

第3期障害児福祉計画（案）

お知らせ

お問い合わせ先

高知西年金事務所　☎088-875-1717
町民課　☎22-3117
大正地域振興局 町民生活課　☎27-0112
十和地域振興局 町民生活課　☎28-5112
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